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あいさつ 

 

このたび尼崎市医師会地域包括ケア・勤務医委員会の認知症対応部会を中心に「認知症およ

び認知症疑い患者さん対応マニュアル〔尼崎市認知症対応連携パス〕」～認知症患者さんをみ

んなでつなぐ手引き～が発刊できますことを非常にうれしく思います。 

日本は 2025年に団塊の世代が全員 75歳以上になり、2030年には 75歳以上の高齢者が 2200

万人になると推計されています。都市部では独居高齢者、高齢者夫婦世帯、認知症患者さんな

ど医療、介護を必要とする方が増加し、今までに経験したことのない時代に入ります。国は急

増する認知症高齢者に対応するために 2015 年 4 月から「新オレンジプラン」を国家戦略とし

て開始しています。まさに今、超高齢化がますます加速する尼崎市でも地域包括ケアシステム

の構築が喫緊の課題であると皆様もお考えのことと思います。地域社会の中で認知症患者さん

を早期発見、早期治療、適切なサポートをすることで認知症の進行が抑えられ、ご家族、お世

話をする方の負担を軽減することができます。また認知症高齢者の方々に対する医療、介護、

福祉などの医療介護連携システムを確立する必要があると思います。そのためには皆様が認知

症に対する知識を深め、関心を持っていただくことが何より必要です。認知症の中核症状とし

て記憶障害や見当識障害、認知機能障害だけではなく、周辺症状として幻覚、妄想、不安、せ

ん妄、不眠、うつ状態、情動失禁などの精神症状、徘徊、性的逸脱行為、不潔行為、攻撃、介

護への反抗、暴力など行動障害が現れることもあり、それぞれどのように対応すればよいか、

介護者の負担に対する対応などの知識が必要になります。尼崎市における認知症患者さんの診

断、医療的ケア、介護、福祉ケア、施設への流れなどもご理解していただくことが必要になり

ます。認知症に関して皆様がほしい情報をまとめ、認知症患者さんをみんなでつなぐ手引きと

しての「認知症および認知症疑い患者さん対応マニュアル〔尼崎市認知症対応連携パス〕」で

す。どうかお手元に置いてご活用くださいますようにお願いいたします。 

これからもより使いやすいようにバージョンアップしていくつもりですので皆様のご意見、

ご感想、使い勝手などお教えくだされば幸いです。この本が認知症の患者さん、ご家族、介護

をされている皆様、認知症診療をされている医師会員の皆様のお役に立つことを祈念しご挨拶

とさせていただきます。 

 

平成 28年 10月 1日 

尼崎市医師会 会長 

黒田  佳治  
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１）はじめに 

 

この『認知症および認知症疑い患者さん対応マニュアル(尼崎市認知症対応連携パス)』は、

認知症および認知症疑いの患者さんとご家族に関わる地域の医療保健福祉従事者の方々に利

用して頂き、認知症の診断・治療・介護などにおいて多職種が連携し、患者さんとご家族を地

域で支えていくためのツールとして作成しました。 

認知症の患者さんは、今後、さらに数が激増し、2025年には 65歳以上の高齢者の約 5人に

1人に達すると予想されています。こうした時代を迎え、厚労省も 2015年に認知症施策推進総

合戦略（新オレンジプラン）を策定し、その中で認知症の患者さんが住み慣れた環境で、適時・

適切な医療や介護などを受けつつ、自分らしい暮らしを人生の最後まで続けられるような地域

の実現が必要と謳っています。 

従来、尼崎市医師会は、認知症に対する取り組みを行ってきましたが、2016 年 4 月より認

知症対応部会を新たに設置し、行政や介護領域との協働のもと、認知症患者さんへの医療・介

護上の対応や連携について、より細やかな検討をおこなってきました。このたび作成した対応

マニュアルを通して、認知症患者さんやその疑いのある方に対して、早期発見、早期診断、早

期治療を含む地域での医療・介護支援体制の確立を目指し、市内の認知症診断対応医療機関に

おける鑑別診断と尼崎市「かかりつけ医」による治療（周辺症状の発症時も含む）および地域

包括支援センターやケアマネジャー等による介護等のサービス提供につないでいきます。 

認知症又は認知症の疑いの患者さんがおられましたら、まず、「かかりつけ医」の受診をお

勧めします。「かかりつけ医」がおられない場合は、一度、地域包括支援センターにご相談く

ださい。そして、市内の認知症診断対応医療機関に鑑別診断を依頼してみてください。認知症の

診断が確定し治療が開始された場合、患者さんやご家族の希望があれば、地域包括支援センタ

ーや居宅介護支援事業者（ケアマネジャー）に連絡していただくことで、「かかりつけ医」と

の密な医療介護連携体制が可能となります。 

また、認知症の周辺症状（BPSD）が出現した際は、市内心療内科（精神科）クリニックや

市外の後方支援精神病院とも連携し対応できるシステムを構築しました。 

患者さんとご家族が、安心して医療・福祉・介護にかかり、少しでも不安や負担を軽減でき

るように願っております。 

  

平成 28 年 10 月 1 日 

尼崎市医師会  

地域包括ケア・勤務医委員会 
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2）認知症の早期発見のために 

 認知症の中で最も多いアルツハイマー型認知症の早期発見と対応の助けとなるように要点を

まとめています。診療や介護の場面でご活用ください。 

 

  簡易スクリーニング検査法 ■

※ せん妄や意識障害がない時に、実施してください。 

① 認知症簡易スクリーニングシート(浦上式) 

以下の順番で、ご本人に質問、立方体の模写をしていただき、点数を記入してください。  

           

➡ １５点満点中、１２点以下の場合にアルツハイマー型認知症が疑われる。 

 

 

 

質  問 項目 
正 解…１ 

不正解…０ 

 

即 

時 

再 

生 

・これから言う３つの言葉を言ってみてください。 

・あとでまた聞きますから、よく覚えておいてください。 

（以下の系列のいずれか１つで、採用した系列に○印を

つけておく） 

【例】 １： a) 桜、 b) 猫、 c) 電 車 

２： a) 梅、 b) 犬、 c) 自動車 

a) ０ ・ １ 

b) ０ ・ １ 

c) ０ ・ １ 

時 
間 
の 
見 
当 
識 

・今日は何年の何月何日ですか? 

・何曜日ですか? 

    （ 年月日、曜日が正解で、それぞれ 1点ずつ） 

年 ０ ・ １ 

月 ０ ・ １ 

日 ０ ・ １ 

曜日 ０ ・ １ 

 

遅 

延 

再 

生 

・先ほど覚えてもらった言葉を、もう一度言って

みてください。 

（自発的に回答があれば各 2点、 もし回答がない場合は、

以下のヒントを与えて正解であれば 1点） 

    a) 植物、 b) 動物、 c) 乗り物 

a) ０・１・２ 

b) ０・１・２ 

c) ０・１・２ 

空 

間 

認 

知 

 

・立方体の模写を 

おこなってみてください。 

正しく描ける …２点               

一部描ける  …１点            

全く描けない …０点 

０・１・２ 
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② 初期認知症徴候観察リスト（OLD ：Observation List for early signs of Dementia) 

ＯＬＤは観察式の診断方法で、患者さんが協力的でなくても患者さんの日常生活をよく

知っている人からの情報で実施可能です。 

（家族あるいは付添人による記入にて、問診票としての利用も可能です） 

１．いつも日にちを忘れている。 

２．少し前のことをしばしば忘れる。 

３．最近聞いた話を繰り返すことができない。 

４．同じことを言うことがしばしばある。 

５．いつも同じ話を繰り返す。 

６．特定の単語や言葉が出てこないことがしばしばある。 

７．話の脈絡をすぐに失う。 

８．質問を理解していないことが答えからわかる。 

９．会話を理解することがかなり困難。 

10．時間の観念がない。 

11．話のつじつまを合わせようとする。 

12．家族に依存する様子がある（本人に質問すると家族の方を向くなど）。 

 

➡ 該当する項が、４項目以上あれば、アルツハイマー型認知症を疑う。 

 

 

 

 

③ もの忘れ気づきシート（尼崎市認知症地域支援推進員会議 作成）     

もの忘れ気づきシート(資料① Ｐ７)は、自宅にて、ご本人やご家族の方ご自身が気軽

に利用していただけます。  

認知症を心配されている患者さんやご家族にお渡しし、ご自宅でチェックしてもらって

ください。認知症患者さんの早期見つけ出しにつながるかもしれません。 

（家族あるいは付添人による記入にて、問診票としての利用も可能です） 

 

   ★もの忘れ気づきシートは、次ページ（資料①）をご利用ください。 
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資料 ① 患者さん・家族用 

もの忘れ気づきシート 

◆ もの忘れが気になり始めたら、このシートでチェックをしてみましょう ◆ 

～ 認知症は早く気づいて適切に対応することで、症状を軽くしたり、進行を遅らせることができます～ 

記入日 平成   年   月   日 

医学的な診断基準
ではありません 

 

□ 曜日や日付を何度も確認しないと忘れてしまう。 

□ ものをなくしてしまうことが増え、いつも探し物をしている。 

□ 財布や通帳、健康保険証など大事なものをなくす。 

□ 薬を飲んだかどうかわからなくなることがある。 

□ リモコンや洗濯機、調理器具などの家電製品の操作にまごつく。 

□ 計算まちがい、料理や運転のミスが増えた。 

□ 新聞や本、説明書などを読むことがおっくう。 

□ 今までできていたことが段取りよくできず、時間がかかる。 

□ レジでの支払いがわずらわしい。 

□ 慣れた所で道に迷った。 

□ ひとりでいると不安を感じる。 

□ いらいらして怒りっぽくなった。 

□ 趣味や好きなテレビ番組が楽しめない。 

□ 外出がおっくうになった。 

□ 夜、眠れないことが多い。 

□ 味やにおいの感覚が変わったと言われる。 

＜自分でチェック＞ 

 

□ 何度も同じことを言ったり、聞いたり、行動する。 

□ 曜日や日付がわからず何度も確認する。 

□ 置き忘れ、しまい忘れが多く、いつも探し物をしている。 

□ 薬の飲み忘れや飲んだかどうかがわからなくなることがある。 

□ 水道やガス等の閉め忘れ、火の用心ができなくなった。 

□ 物をなくして、盗まれたと人を疑うようになった。 

□ 料理、片付け、計算、運転ミスが多くなった。 

□ 約束の日時や場所をまちがえるようになった。 

□ ささいなことで怒るようになった。 

□ 失敗を指摘されると隠そうとする。 

□ わがままを言うようになった。 

□ 趣味や好きなテレビ番組に興味を示さなくなった。 

□ 身なりをかまわなくなった。 

□ 夜中に起き出して騒ぐことがある。 

□ 実際にはいない人や生き物が見えると言うことがある。 

□ 銀行や窓口でのトラブルが多くなった。 

＜身近な人でチェック＞ 

チェックをして 

気になることがあれば、 

まず、かかりつけ医や 

地域包括支援センター 

（P24参照）に 

相談してみましょう。 

尼崎市認知症地域支援推進員会議 作成 ７ 
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 認知症 周辺症状への対応の基本 ■

＊ 認知症症状は、脳機能低下を直接反映する中核症状（認知機能障害；記憶障害、見当識障

害など）と周辺症状（BPSD）に分けられる。 

＊ 周辺症状は、中核症状を基盤に生じる「行動・心理症状」で、不安やストレスが蓄積され

て誘発される。 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

（代表的周辺症状への対応） 

妄想「財布を盗まれた」「監視されている」 

□  訴えをよく聞き、否定したり説得したりしない。 

□  物盗られ妄想の場合は、まずは一緒にさがしてみる。 

□  日ごろから、ものをしまう場所などを観察しておく。 

□  なるべく本人自身が探し出せるよう誘導する。 

□  混乱が強い場合には、代替品を用意しておき渡す。 

□  監視されているという妄想の場合、安心できる場所をつくる。 

徘徊「家に帰る」「会社に行く」 

□  動き回ったり、外へ出たがるのを直接止めようとしない。 

□ 「一服しませんか」などと声をかけ、お茶での休憩を誘ってみる。 

□  会社に行くと言い張る時は「今日はお休みです」などと言い安心させる。 

□  どうしても出て行く場合には、近所を一緒に歩く。 

□  帰ってきても責めず、ねぎらいの言葉をかける。 

攻撃的言動 

□  暴言・暴力にあった時、興奮して力で押さえつけようとしない。 

□  身の危険を感じた時には、その場を離れ間をおく。 

□  原因や誘因を考えてみて、人や環境を変えてみる。 

□  体調が悪いためであるときは、改善を急ぐ。 

□ まわりにある刃物などの危険物は遠ざけておく。 

 

 

 

中核症状  記憶障害 

 見当識障害 

 判断力低下 

 失語・失行・失認 

 ほか 

周辺症状  妄想 

 徘徊 

 攻撃的言動 

 弄便（ろうべん） 

 せん妄 

 幻覚と錯覚 

 ほか 
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  認知症治療薬 ■

《 薬 剤 》ドネペジル（アリセプト）、ガランタミン（レミニール）、 

      リバスチグミン（イクセロン,リバスタッチ）、メマンチン（メマリー） 

《 効 能 》認知症症状の進行抑制（完全ではない） 

《主な副作用》 

○ドネペジル、ガランタミン ・・・悪心、嘔吐、食欲低下、下痢、徐脈、興奮など 

○リバスチグミン           ・・・悪心、嘔吐、食欲低下、下痢、興奮、接触性皮膚炎など 

○メマンチン              ・・・めまい、便秘、体重減少、頭痛など 

《使用注意》 

＊ドネペジル、ガランタミン、リバスチグミンは、作用機序が同じため併用できない。 

＊リバスチグミンは、貼布剤。 

＊ガランタミン、リバスチグミンの使用は、軽度～中等度認知症患者に限る。 

＊メマンチンの使用は、中等度～高度認知症患者に限る。 

 

 

 

 非薬物療法の紹介 ■

認知症の治療の基本は、薬物療法だけではありません。 

安心して暮らせる生活環境づくりを整え、興味・関心のあることに取り組むことも必要です。 

国が認めている非薬物療法を下記に紹介します。 

地域包括ケアシステム構築に向けた公的介護保険外サービスの参考事例集 

「保険外サービス活用ガイドブック」 厚生労働省 農林水産省 経済産業省 平成 28 年 3 月 

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/guide

book-zentai.pdf 
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・「認知症の人と家族の会」（公益社団法人） 

http://www.alzheimer.or.jp/ 

・「認知症ねっと」  https://info.ninchisho.net 

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/guidebook-zentai.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/guidebook-zentai.pdf
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201308/1.html
https://info.ninchisho.net/
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３）尼崎市認知症対応連携フロー  

尼崎市認知症対応連携フロー図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

認知症周辺症状への基本対応
（P8を参照）を行うとともに、
関係者と対応策の協議 
（カンファレンス等） 
 

・初めて介護認定を受ける方やすでに要支援
1･2の認定をお持ちの方の相談窓口です。 

・成年後見制度の活用も支援します。 

・今のところ生活上の明らかな支障がない方
も不安なことがあればご相談下さい。 

※ 関西労災病院では、別の「認知症診断依頼書」

（資料④）および報告書があります。 

[注] 市外の後方支援精神科病院 

有馬病院、有馬高原病院、伊丹天神川病院、

仁明会病院、宝塚三田病院 

 

相談窓口 

・すでに要介護 1～5 の認定をお持ちの方で

現在介護サービスを利用している方、もしく

はこれから介護サービスの利用を検討して

いる方のケアプランを作成します。 

（要介護者） （要支援者・未申請の方） 

地域包括支援 
センター 

居宅介護支援事業者 
（ケアマネジャー） 

相談・
受診 

 

相談 

認定区分などにより、窓口が異なります 

 

かかりつけ医 

診療情報提供書 

通常の 

依頼 

返書 

報告 

緊急 / 非緊急, or 日勤帯 

/ 休日夜間帯にて、対応
医療機関が異ります。 

認知症 BPSD 対応医療機関 

(外来対応) 

・市内 心療内科（精神科）等の診療所 

認知症 BPSD 対応病院 
(入院対応) 

・市外の後方支援精神科病院 [注]  

・兵庫県精神科救急情報センター 

入院依頼 

BPSD出現時の
診察依頼 

（P12・13を参照） 

 

認知症対応連携パス 

（資料②/④） 

依頼 

認知症対応連携パス 
（資料②） 

検査結果報告書コピー 
（資料⑤） 

報告 

地域医療室で事前予約 

認知症診断対応医療機関 
(認知症鑑別外来) 

合志病院・尼崎中央病院・西武庫病院・ 

県立尼崎総合医療センター・ 

関西労災病院   

認知症の鑑別依頼 

（P11を参照） 

本人・家族 
認知症対応連携パス 

（資料②） 

検査結果報告書コピー 
（資料⑤） 

情報提供 

相談 

介護の依頼 
（P11を参照） 

 

※ 

 

※ 

http://1.bp.blogspot.com/-KNWmJ9Nbw1Y/VkcannQ2OqI/AAAAAAAA0do/xWJzCYO-EtU/s800/tatemono_byouin2.png
http://1.bp.blogspot.com/-KNWmJ9Nbw1Y/VkcannQ2OqI/AAAAAAAA0do/xWJzCYO-EtU/s800/tatemono_byouin2.png
http://1.bp.blogspot.com/-KNWmJ9Nbw1Y/VkcannQ2OqI/AAAAAAAA0do/xWJzCYO-EtU/s800/tatemono_byouin2.png
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尼崎市認知症対応連携フローは、以下の３つの連携にて構成されています（P10 フロー図参照）。 

(1)  かかりつけ医 ⇔ 尼崎市認知症診断対応医療機関 

・ 診療所にて認知症又は認知症の疑いの患者さんを診られたら、まず、市内の認知症診断対

応医療機関(下記＄)の認知症外来へ『尼崎市認知症対応連携パス』（資料②；P14）（注１）

を用いて、鑑別診断・早期診断・早期治療をご依頼してください。 

なお、関西労災病院へ認知症診断依頼の際には、従来の『関西労災病院 診療情報提供書

（認知症用）』（資料④；P16）もご利用可能です。 

＄ 尼崎市認知症診断対応医療機関 

 合志病院、尼崎中央病院、西武庫病院、兵庫県立尼崎総合医療センター、 

 関西労災病院                （平成 28 年 8 月時点） 

・ かかりつけ医から初めて認知症診断対応医療機関へご紹介いただく際には、「診療情報提供

料（Ⅰ）250 点＋認知症鑑別診断等紹介加算 100 点」が算定可能となっています。 

・ 認知症診断対応病院でのご本人またはご家族への診療結果説明の際には、『記憶・認知機能

検査の結果（家族説明用）』（資料⑤；P 17）を使用し、そのコピーをご本人またはご家族へ

お渡しします。 

・ 『記憶・認知機能検査の結果（家族説明用）』原本は、認知症診断対応病院で保管しますが、

そのコピーは『尼崎市認知症対応連携パス』（資料②）（注１）とともに、ご紹介元のかかり

つけ医へ郵送いたしますので、今後の対応の指導などの参考になさってください。 

注１； 共通パスシートとしての尼崎市認知症対応連携パス（尼崎市医師会版） 

この１枚のパス帳票で、 

① 「かかりつけ医」から「認知症診断対応病院」への紹介状（専門診断依頼書） 

② 「認知症診断対応病院」から「かかりつけ医」への診断報告書（返書） 

③ 「かかりつけ医」から「地域包括支援センター」又は、「居宅介護支援事業者（ケ

アマネジャー）」への相談依頼書 （P12 ◆かかりつけ医 ⇔ 介護を参照）。 

の連携利用に可能な共通パスシートに成っており、手間なく情報の共有化が可能です。 

記入の仕方については、『パスの記入説明』（資料③；P15）をご参照下さい。 

従来の『関西労災病院 診療情報提供書（認知症用）』（資料④；P 16）は、共通パスシ

ートにはなっていません。 

・診断後の認知症安定時における治療や経過観察は、原則、かかりつけ医にておこないますが、

周辺症状（BPSD）を含めて認知症症状が悪化した場合は、認知症専門医療機関（診療所や

病院）への相談や紹介が可能です。（P12 ◆かかりつけ医 ⇔ 認知症 BPSD対応専門医療機

関を参照）。 
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(2)  かかりつけ医 ⇔ 介護 

・患者さんやご家族の希望、あるいは、介護の介入が必要と思われる場合には、前記『尼崎市

認知症対応連携パス』（資料②）（P11 注１）と『記憶・認知機能検査の結果（家族説明用）』

（資料⑤ P17）のコピーを用いて、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者（ケアマ

ネジャー）に連絡していただくことで、「かかりつけ医」との密な医療介護連携体制が可能

となります。 

 なお、連絡先は、認定区分（要介護・要支援・未申請等）にて以下のように異なります。 

介護担当部署への連絡先； 

 要支援者や未申請の方 →  地域包括支援センター（Ｐ24•25参照） 

 要介護者 →  居宅介護支援事業者（ケアマネジャー）（Ｐ26参照） 

・介護内容は、認知度等により異なりますので、担当ケアマネジャーにお尋ねください。 

(3) かかりつけ医 ⇔ 認知症 BPSD対応専門医療機関 

・周辺症状（BPSD）出現など認知症症状が悪化した場合は、尼崎市内心療内科（精神科）等

の BPSD 対応の診療所（注２）や市外の後方支援精神科病院（注３）での専門的治療(外来

/入院)、相談などが必要になります。 

注２； 尼崎市内の心療内科（精神科）等の BPSD 対応診療所  

（県医師会 認知症対応医療機関のＢグループ） 

地域 
包括 

医師会 
地区 

医療機関名称 医 師 名 郵便番号 住     所 電話番号 

園田北 園田 こくらクリニック 小倉 義廣 661-0981 猪名寺2丁目6-25 1F 6498-7721 

園田北 園田 新名診療所 新名 荘史 661-0953 東園田町6丁目119-14 6493-4080 

立花南 南立水 塩山心療内科 塩山 晃彦 660-0052 七松町1丁目2-1-601E 6414-0334 

立花北 塚口 
はんしん 

メンタルクリニック 

真殿  実 
梶本 康雄 

661-0002 塚口町1丁目13-1 2F 6427-7155 

立花北 塚口 たぐちクリニック 田口 隆司 661-0002 塚口町1丁目10-1 4F 6429-1551 

立花北 塚口 北村クリニック 北村 輝男 661-0002 塚口町 6 丁目 20-13 6426-8080 

大庄北 南立水 田島診療所 三橋  徹 660-0054 西立花町2丁目14-8 6411-0600 

大庄北 大島 藤川医院 藤川  亮 660-0063 大庄北 4 丁目 18-6 6417-0389 

小田南 杭瀬 かやはらクリニック 栢原 尚之 660-0812 今福1丁目1-28 4950-0122 

小田南 長楽 
わだ脳神経外科 

クリニック 
和田 太郎 660-0803 

長洲本通 1 丁目 10-1 

1F 
4848-2274 

中央東 長楽 松下メンタルクリニック 松下 寿能 660-0881 昭和通2丁目6-30 2F 6481-8119 

中央東 城内開明 あらいクリニック 新井 啓之 660-0882 昭和南通4丁目68-3 2F 6411-0303 

中央東 難波 はらクリニック 原  秀憲 660-0892 東難波町5丁目7-20 1F 6415-9081 

中央西 難波 
いまきたファミリー 

クリニック 
今北 正道 660-0892 東難波町 3丁目 10-20 6625-8188 

武庫東 武庫之荘 
とみた脳神経 

クリニック 
冨田 洋司 661-0035 武庫之荘1丁目18-5 1F 6434-1236 

武庫西 武庫之荘 おぐらクリニック 小倉  哲 661-0042 常吉 1 丁目 2-8 4962-5320 
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注３； 市外の後方支援精神科病院 

・有馬病院 ・有馬高原病院 ・伊丹天神川病院 ・仁明会病院 ・宝塚三田病院 

※  上記の精神科病院を利用する際は、別途定めた「尼崎市認知症医療・介護ネット

ワーク後方支援精神科病院名簿」(P18 資料⑥を参照)を必ずお読みの上、記載

の受付時間や注意事項を遵守願います。 

※ 県立尼崎総合医療センターの精神科病床は、現時点では身体合併症を伴う精神疾

患患者さんの受入れ専用の緊急病床です。 

 ★ BPSD 出現時の対応について 

１） 医療機関へ診察依頼 

診療受入れ可能な対応専門医療機関は、BPSD の発症時間帯（平日日勤帯 or 休日・夜間

帯）および緊急性の有無（治療を急ぐ or 急がない）により異なります。 

＊ 平日日勤帯で、非緊急（緊急入院不要）の場合； 

・当日、又は、翌日に、市内心療内科（精神科）クリニックへ紹介 

＊ 休日・夜間帯で、非緊急（緊急入院不要）の場合； 

・翌日（休日明け）に、市内心療内科（精神科）クリニックへ紹介 

＊ 平日日勤帯で、緊急（治療を急ぐ）の場合；             

1st  心療内科（精神科）クリニックへ連絡 

        →必要に応じて、市外の後方支援精神科病院への入院調整を考慮 

2nd  緊急入院も考慮する場合、市外の後方支援精神科病院への直接問合せも考慮 

3rd  状況に応じて、県立尼崎総合医療センター・関西労災病院への問合せも可能 

（但し、First Call ではない） 

＊ 休日・夜間帯で緊急（治療を急ぐ）の場合；  

1st  兵庫県精神科救急情報センター（TEL 078-367-7210）へ連絡） 

2nd  市外後方支援精神科病院へ直接問い合わせ  

3rd  受入れ先がない場合、県立尼崎総合医療センターへの問合せも可能 

（但し、First Call ではない） 

２）警察への連絡 

凶器を振り回す、暴力的に他人に危害を加える場合 

《補足》 

・地域包括支援センターやケアマネジャーへの相談について 

重症化していない患者さんで、既に介護保険を利用されている場合には、担当のケア

マネジャーや地域包括支援センターが、介護サービス事業所での緊急ショートステイ

での一時的対応に関する相談を受けることもできる（家族からの相談も可能）。 

・認知症サポート医の活用 

対応困難な場合には、認知症サポート医にご相談下さい。 

（P20 認知症患者さんおよび医療介護従事者をささえる尼崎市医師会内の 3つの

グループ (3)認知症サポート医を参照） 

  

付記：画像診断依頼について 

臨床的に認知症の診断がほぼ確定している場合や経過観察として、頭部 CT 検査・MRI

検査だけを要する際には、認知症診断対応病院の地域医療連携室（または、放射線部）

を介して通常の検査依頼として予約していただけます。 

  尼崎中央病院、県立尼崎総合医療センター、関西労災病院 
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資料 ② 
尼崎市認知症対応連携パス（医療介護連携 共通パス；尼崎市医師会作成） 
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尼崎市認知症対応連携パスの記入説明 

 

【診療報酬算定項目】 

初回： 診療情報提供料（Ⅰ）250 点＋認知症鑑別診断等紹介加算 100点  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

診断対応医療機関 

➡ かかりつけ医 

初回の鑑別診断では HDS-R、

MMSE を実施し、必要に応じ

て画像診断を行います。 

患者・家族へは同様の内容

で別途文書をお渡しいたし

ます。 

かかりつけ医 

➡ 介 護 

診断が認知症疾患となった

場合でまだ介護保険サービ

ス等を受けていない場合は、

地域包括支援センターまた

は居宅介護支援事業者に該

当項目にチェックしてから

ご紹介ください。 

かかりつけ医 

➡ 診断対応医療機関 

該当項目にチェックしてく

ださい。 

血液検査・「もの忘れ気づき

シート」等を実施されてい

る場合は、別途添付してく

ださい。 

資料 ③ 
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関西労災病院 情報提供書（認知症用） 

１６ 

資料 ④ 
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認知症診断対応医療機関にて使用（患者さん・かかりつけ医へ） 
資料 ⑤ 
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 尼崎市認知症医療・介護ネットワーク後方支援精神科病院名簿

（作成；平成28年3月 尼崎市保健所） 

 

１ 趣旨目的 

尼崎市では、かかりつけ医に認知症患者の包括的な支援を担っていただき、認知症の患者が

安心して住み慣れた地域で暮らしていくことができるまちづくりを目指し、連携体制の構築を

進めています。しかしながら本市には、認知症の患者にＢＰＳＤ関連症状等が生じた場合に入

院加療も含めて対応できる精神科病院がないため、対応に苦慮している現状があります。 

このたび、市外にある精神科病院の皆さまに、後方支援病院としてご協力をいただき、市内

医療機関との連携にかかる病院基本情報をご提供していただきました。 

尼崎市内認知症対応医療機関及びかかりつけ医の先生におかれましては、後方支援病院へ患

者を紹介する場合、この病院基本情報を踏まえ患者個々の症状や家族の状況を勘案し、円滑な

連携に努めていただきますようにお願いいたします。 

２ 後方支援精神科病院の位置づけ 

兵庫県「認知症対応医療機関」に登録しているＣ型医療機関（認知症治療やＢＰＳＤ等の対

応が可能で、入院加療の可能な医療機関）で、尼崎市医師会会員と円滑に連携を行うために病

院基本情報を提供していただいた医療機関です。 

３ 精神科病院への入院について 

精神科病院へ入院する場合、「任意入院」「医療保護入院」「措置入院」があります。 

○ 任意入院（精神保健福祉法（以下、「法」という。）第20 条関係） 

患者本人が、自ら入院を希望して行う入院。 

○ 医療保護入院（法第33 条関係） 

精神保健指定医が患者本人の医療及び保護のために入院が必要と判断しているが、本人が

入院に同意しない場合に家族等の同意により行う入院。 

家族等とは、配偶者、親権者、扶養義務者（直系血族及び兄弟姉妹。家庭裁判所から扶養

義務者の審判を受けた三親等以内の親族）、後見人又は保佐人。該当する者がいない場合、

市町村長が同意の判断を行います。詳しくは各後方支援精神科病院にお問い合わせください。 

○ 措置入院／緊急措置入院（法第29 条／法第29 条の２関係） 

入院させなければ自傷他害の恐れがある患者に対して都道府県知事の権限により行う入院。 

 

 
【後方支援精神科病院の受付情報】 

 有馬病院 住所： 西宮市山口町下山口１６３７－５ 

受付時間 

初回診療； 午前 9時 30分 ～ 12時 00分 / 午後    ～  

休  診  日； 日・祝日・年末年始  事前相談； 必要 

緊急時対応； 時間指定 午前 9時 00分～午後 5時 00分   

受付担当 
診療受付窓口； 心理医療相談室 TEL  078-904-0721 FAX 078-904-3186 

入退院窓口； 心理医療相談室 TEL  078-904-0721 FAX 078-904-3186 

注意事項 家族同伴。（家族がいない場合は、親族と連絡がとれるようにしてください。） 

補足事項 なし 

対応が困難な合併症 有り（要相談） 

指定病院ですか？ はい 応急入院指定病院ですか？ はい 

資料 ⑥ 
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 有馬高原病院 住所： 神戸市北区長尾町上津４６６３－３ 

受付時間 

初回診療； 午前 9時 30分～12時 30分（受付：午前 9時 00分～12時 00分）  

休  診  日； 日・祝日・年末年始  事前相談；  必要 

緊急時対応； 24 時間 365 日対応可能   

受付担当 
診療受付窓口； 地域医療連携室 TEL 078-986-1218 FAX 078-986-9412 

入退院窓口； 医療福祉相談室 TEL 078-986-1330 FAX 078-986-9412 

注意事項 
ご本人の様子が分かる方の同伴が望ましい（特に高齢者の場合） 
入院時は家族等と連絡が取れるようにしてください。 

補足事項 
日曜、祝日、年末年始及び時間外（午後５時～翌朝９時）は、代表電話（078-986-1115、 ＦＡＸ
078-986-1850）へご連絡ください。入院期間は概ね３ヵ月。 

対応が困難な合併症 内科重症例（ケース毎に判断します） 

指定病院ですか？ はい 応急入院指定病院ですか？ はい 
  

 伊丹天神川病院 住所： 伊丹市北野６丁目３８ 

受付時間 

初回診療； 午前 9時 30分～11時 30分 / 午後 2時 00分～4時 30分  

休  診  日； 日・祝日・年末年始  事前相談； 必要 

緊急時対応； 時間指定 午前 9時 30分～午後 4時 30分   

受付担当 
診療受付窓口； 医療福祉相談室 TEL  072-781-5577 FAX 072-779-8923 

入退院窓口； 医療福祉相談室 TEL  072-781-5577 FAX 072-779-8923 

注意事項 
ご本人の様子が分かる方の同伴が必要です。入院時には可能な限り、家族同伴または、家
族と連絡がとれるようにしてください。 

補足事項 なし 

対応が困難な合併症 受入時に当院内科医の判断による 

指定病院ですか？ はい 応急入院指定病院ですか？ はい 
  

 仁明会病院 住所：西宮市甲山町５３番地２０ 

受付時間 

初回診療； 午前 9時 00分～11時 30分 / 午後        ～ 

休  診  日； 土・日・祝日・年末年始 事前相談； 必要 

緊急時対応； 時間指定 午前 9時 00分～午後 4時 00分   

受付担当 
診療受付窓口； 医事課 TEL  0798-71-3001 FAX 0798-72-6004 

入退院窓口； 医事相談室 TEL  0798-74-3506 FAX 0798-74-3506 

注意事項 
本人受診時は必ず御家族の同伴をお願いします（精神保健福祉法上の同意者になれる人）。
家族、近親者がいない場合は、個別にご相談ください。 

補足事項 なし 

対応が困難な合併症 内科外科重症例（ケース毎に判断します） 

指定病院ですか？ はい 応急入院指定病院ですか？ はい 
  

 宝塚三田病院 住所： 三田市西山２丁目２２－１０ 

受付時間 

初回診療； 午前 9時 00分～12時 00分 / 午後        ～  
休  診  日； 日・祝日・年末年始  事前相談； 必要 
緊急時対応； 24時間 365日対応可能   

受付担当 
診療受付窓口； ケースワーカー室 TEL  079-563-4871 FAX 079-563-2816 

入退院窓口； ケースワーカー室 TEL  079-563-4871 FAX 079-563-2816 

注意事項 
家族同伴。入院に際して家族の同意が必要なことがあります。家族等がいない場合は、個
別に対応しています。 

補足事項 時間外対応（9:00～17:00 以外）は、事務受付（℡079-563-4871）にて、相談対応します。 

対応が困難な合併症 癌性疼痛、肺梗塞、脳血管障害、解離性大動脈瘤、くも膜下出血、急性心筋梗塞、 

指定病院ですか？ はい 応急入院指定病院ですか？ はい 脳炎、腎不全等 
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４）認知症患者さんおよび医療介護従事者をささえる尼崎市医師会

内の 3つのグループ 
 

★ 尼崎市医師会には、認知症疾患や患者さん、医療従事者・介護従事者を支援する３

つのグループがあります。 （P21-23にリスト掲示しています） 

１） 尼崎市認知症かかりつけ医相談医療機関 

２） 認知症対応医療機関 

３） 認知症サポート医            

 

(1) 尼崎市認知症かかりつけ医相談医療機関 

地域の認知症専門医療機関（認知症対応医療機関や認知症サポート医）とともに、何らか

の形で認知症患者さんへの対応窓口となる医療機関です（平成 28年 8月時点）。 

各医療機関が、必ずしも認知症の診断や治療を専門的にされるわけではありませんが、

患者さんやかかりつけ医が臨床の場にてお困りになられた場合には、気軽にご相談に応

じ、認知症専門医療機関への紹介をおこないます。 

 

(2) 認知症対応医療機関 

認知症を専門的に取り扱う医療機関です。 

認知症対応への機能別に、下記の A～Fに分類され、認知症患者さんへそれぞれの機能に

応じた診療を行います。 

 【認知症対応医療機関の区分（Ａ～Ｆ）について】 

分 類 

認知症への対応 機能別 

相 談 
診 断 

(認知症機能検査) 
治 療 外来/入院 

BPSD への急性

期対応 

A 型 〇 ○ ○  X 

B 型 〇 ○ ○ 外来のみ ○ 

C 型 〇 ○ ○ 入院対応可 ○ 

D 型    外来のみ 身体合併症に対応 

E 型    入院対応可 身体合併症に対応 

F 型 (１)専門医療、（２）鑑別診断と初期対応 ○ 

 

(3) 認知症サポート医 

認知症に関する専門的知識の研修を受け、認知症にかかる地域医療体制構築での中核的

な役割を担う医師です。 

認知症サポート医の役割は、 

 かかりつけ医を対象とした認知症対応力の向上を図るための研修の企画立案 

（適切な認知症診断の知識・技術、家族からの話や悩みを聞く姿勢の習得など） 

 かかりつけ医の認知症診断等に関する相談役・アドバイザーとなるほか、他の認知

症サポート医（推進医師）との連携体制の協力 
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尼崎市認知症かかりつけ医相談医療機関・ 

認知症対応医療機関・認知症サポート医の一覧 
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もの忘れ、 

気になれば一度近く

の先生でご相談を！ 
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５）１２の地域包括支援センターと担当地域  

 地域包括支援センターは、支所の対象地域である中央地区・小田地区・大庄地区・立花地区・

武庫地区・園田地区に 2 か所ずつ計 12 か所に設置され、尼崎市が運営委託している高齢者の

総合相談窓口です。 

初めて介護認定を受ける方の申請代行や、認定区分が「要支援 1･2」の方のケアマネジメン

トも行なっています。認知症の方やその家族の暮らしを支える介護サービスや介護予防教室な

どの相談に応じますので、認知症と診断された方やご家族に当センターをご案内ください。 

なお、患者さんの住所地によって、管轄するセンターが異なりますので、ご案内される場合

はこちらの一覧をご活用下さい。 本人・家族が相談に出向くことが難しい場合は、センター

職員が自宅を訪問して相談に応じることを、あわせてお伝え下さい。 

 

 地域包括支援センター と担当地域 一覧 

地
区 

センター名 住所・電話番号 担当地域  

中 

央 

「中央東」 
地 域 包 括
支援 
センター 

東本町 4‐103‐11 

特別養護老人ホーム 

ほがらか苑 内 

 

電話：4868-8300 

FAX：4868-8303 

大高洲町、開明町、神田北通１～６丁目、神田中通１～６丁目、

神田南通１～３丁目、北城内、北大物町、北初島町、玄番北之町、

玄番南之町、汐町、昭和通１～７丁目、昭和南通 3～７丁目、 

建家町、大物町１丁目４番１２～３１号・５～１９番・２丁目、

築地、寺町、中在家町、西海岸町、西桜木町、西高洲町、 

西大物町、西本町、西本町北通、西松島町、西御園町、西向島町、

東海岸町、東桜木町、東高洲町、東大物町(１丁目１番街区を除く)、

東難波町５丁目、東初島町、東浜町、東本町、東松島町、 

東御園町、東向島西之町、東向島東之町、船出、御園町、南城内、

南竹谷町、南初島町 

「中央西」 
地 域 包 括
支援 
センター 

神田中通 9‐291 

ナニワ診療所 内 

電話：6430-5615 

FAX：6414-1401 

神田北通７～９丁目、 神田中通７～９丁目、神田南通４～６丁目、 

北竹谷町、昭和通８～９丁目、昭和南通８～９丁目、竹谷町、 

西難波町、東難波町１～４丁目、扶桑町、宮内町、蓬川荘園 

小 

田 
「小田南」 
地 域 包 括
支援 
センター 

金楽寺町２－７－７ 

喜楽苑地域ケアセンタ

ーあんしん２４内 

電話：6488-0180 

FAX：6488-0190 

今福、梶ケ島、金楽寺町、杭瀬北新町、杭瀬寺島、杭瀬本町、 

杭瀬南新町、大物町１丁目１～３番・４番１～１１号、長洲中通、

長洲西通、長洲東通、長洲本通、西長洲町、 

東大物町１丁目１番街区 

「小田北」 
地 域 包 括
支援 
センター 

潮江 1‐15‐2‐120 

尼崎中央病院 北東 

電話：6498-5111 

FAX：6492-1100 

神崎町、久々知、久々知西町、潮江、 

下坂部１～３丁目・４丁目１～１０番・１４番、 

常光寺、善法寺町、高田町、次屋、西川、額田町、浜、 

名神町３丁目、弥生ケ丘町 

大 

庄 

「大庄南」 
地 域 包 括
支援 
センター 

大庄西町 4‐3‐9 

老人保健施設 

サンプラザ平成 内 

電話：6417-0125 

FAX：4950-4715 

扇町、大島、大庄中通、大庄西町、大浜町、末広町、鶴町、 

道意町、中浜町、西、平左衛門町、又兵衛、丸島町、武庫川町、 

元浜町 

「大庄北」 
地 域 包 括
支援 
センター 

浜田町 4‐5 

カナートモール 

浜田町 ２F 

電話：6430-0511 

FAX：6430-0512 

稲葉荘、稲葉元町、大庄川田町、大庄北、琴浦町、水明町、崇徳院  

菜切山町、西立花町２丁目１４番・２０～２７番・３３～３５番、 

西立花町３丁目１２～１４番・１７～２０番、西立花町４～５丁目、浜田町、

蓬川町 
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地
区 

センター
名 

住所・電話番号 担当地域  

立 

花 

「立花南」 
地 域 包 括
支援 
センター 

大西町３-１７-１８ 

（～あなたの街の相談室

～介護と医療の窓口内） 

電話：642８-7112 

FAX：6423-0130 

大西町、尾浜町、栗山町、三反田町、 

立花町１～２丁目・３丁目１～９番・４丁目、七松町、 

西立花町１丁目･２丁目１～１３番･１５～１９番･２８～３２番、

西立花町３丁目１～１１番・１５～１６番、東七松町、 

水堂町１～２丁目・４丁目１１番１～４号、１８～２６号、 

南塚口町５丁目１３～１７番・６丁目１０番・７丁目、南七松町、

名神町１～２丁目 

「立花北」 
地 域 包 括
支援 
センター 

富松町 3‐3‐6 

デイサービスセンター 

南野の庭 内 

電話：6422-3333 

FAX：6422-0025 

上ノ島町、立花町３丁目１０～３７番、塚口町、塚口本町１～７

丁目、富松町、水堂町３丁目、南塚口町８丁目、南武庫之荘２～

３丁目、武庫之荘東２丁目、武庫之荘本町３丁目１～１４番、 

武 

庫 

「武庫東」 
地 域 包 括
支援 
センター 

武庫之荘 1-9-4 

阪急武庫之荘駅 北東 

電話：4962-5308 

FAX：4962-5309 

水堂町４丁目（１１番は５～１７号のみ）、 

南武庫之荘１丁目・４～５丁目、武庫之荘、武庫之荘西、 

武庫之荘東１丁目、武庫之荘本町１～２丁目、 

武庫之荘本町３丁目１５～２６番        

「武庫西」 
地 域 包 括
支援 
センター 

武庫元町１‐２６‐３ 

（武庫支所南） 

電話：6438-3955 

FAX：6438-3956 

常松、常吉、西昆陽、南武庫之荘６～１２丁目、武庫町、 

武庫元町、武庫豊町、武庫の里   

園 

田 

「園田南] 
地 域 包 括
支援 
センター 

小中島 2‐10‐20 

特別養護老人ホーム 

園田苑 南西 

電話：6494-8087 

FAX：6494-8086 

上坂部、瓦宮、口田中、小中島、下坂部４丁目１１～１３番、 

戸ノ内、戸ノ内町、若王寺、東園田町８～９丁目、東塚口町、 

御園、南塚口町１～４丁目・５丁目１～１２番・６丁目１～９番 

         

「園田北」 
地 域 包 括
支援 
センター 

田能 5‐10‐25 

特別養護老人ホーム 

春日苑 内 

電話：6498-0826 

FAX：6498-0909 

猪名寺、食満、推堂、田能、塚口本町８丁目、 

東園田町１～７丁目、南清水    

尼崎市１２の地域包括支援センター 

① 武庫東   

② 武庫西 

③ 大庄北 

④ 大庄南 

⑤ 園田北 

⑥ 園田南 

⑦ 立花北 

⑧ 立花南 

⑨ 小田北 

⑩ 小田南 

⑪ 中央西 

⑫ 中央東 
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6）居宅介護支援事業所 一覧表 

尼崎市居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)の情報検索には、下記のホームページをご利用

ください。 

「尼崎市公式ホームページ 介護保険事業者・施設一覧 」 

www.city.amagasaki.hyogo.jp/koreisya/044jigyosya.html 

 

「介護保険事業者・施設一覧」 

 ➡「居宅介護支援事業者（ケアプラン作成事業者）」 

をクリック 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この『認知症および認知症疑い患者さん対応マニュアル(尼崎市認知症対応連携パス)』は、

新しい情報が追加されるたびに、尼崎市医師会のホームページのタブ「地域包括ケア」上にて

更新されます。 

また、連携にて資料する帳票（資料①－⑤の帳票）も、尼崎市医師会ホームページのタブ「地

域包括ケア」よりダウンロードできますのでご利用ください。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/koreisya/044jigyosya.html
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